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○

はじめに ～ 計画策定にあたつて ～

戦後間もない頃、結核は、我が国における死因順位のトップを占象「国民病」、「亡

国病」などと呼|れました。

その後、結核克服のための国を挙げた取組が進められヘー時|よ 根絶宣言が出され

ることも期待されましたぶ 逆に1999年 (平成 1107月 、再興のツЫ民を受け、

国は「鰍 緊急事態宣言」を出すに至りました。

○  全国の年間死亡者数が2千人を超える結核は、今なお、我が国最大の感染症です。

都内でも、鋼間死亡者捌ま2百人を超え、新たに登録される患者数も約4千人で推

移しています。また、本年6月に|よ 都内の学習塾を中心に、国が統計を取り始めた

1992年 (平成4年)以『亀 最大の規模となる結核の集団感染が発生しました。

結核は、現行の結核予防法が制定された1951年 (0訴□26年)当0寺とは大き<
変化した社会状況の中で現代的に変貌臥 また人々の集積する大都市で|よ 新たな発

現形態を示しながら存在し続けています。

しか臥 現代医学を踏まえれ|よ 結核|よ 克服不可能な病気ではありません。ただ、

その根絶に|よ 正しい知識とこれに基づ<予防、治療が必要です。

この計画|よ 21世紀初頭においで 1,200万人が生舌する大都市東京に顕著

に見られる特徴を分析臥 取り組むべき施策を示す、「現代型・都市鶏 刻 を克服

するための戦略指針として策定しました。

なお、本計画は、都知事の諮問を受け、東京都感染症予防医療蒲 義会が答申し

た「膨護誡絲該 予防計画』の策定に向けた基本的な者え方について」を者剛こおいて具

体化するものです。

また、本計画は、本年4月に施行された改正結核予防法第3条の4の規定に基づ

き、都が定める i織の予防のための施策の実施に関する計画」であり、2005年
(平成17年)から5年間を対象期間としていま硯

○

○

○

○

○

‐
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″
結核根絶人の取組雄 めてイスためには、都民、医療関係者及び行政が、結核について

の正しい基礎知識を持ち、それに基づいて、BCG廣種や健康診断などの予防対策が実施

され、また適正な医療が確保さMことが必要です。

そこで、この章では、まず結核という病気について考えます。

I 結核について

1「結 核 」とは

○ 結核は、患者の体の中の結核菌 (*)が、咳や<しやみで、空気中に飛び出し そ

れを周囲の人が肺の中に吸い込むことにより感染 L/1す。

*結核菌の発見

結核菌は、1882年に、ドイツの細菌学者ロベルト・コッホにより発見されました。

結核菌は、極めて丈夫な細菌で、乾燥に強い性質を持ちます。このため、咳などのしボき(飛肉 の

周りの水が乾燥・蒸発して、中′L部だけとなつた状態ω でも生き続けます。

一旦、飛沫核となると、結核菌はすぐには、床や地表には落下せず、空気中に30分以上も漂い、空

気の流れに乗つて広がります。 空気で広がり、感染するので、空気感染(飛沫核感染)といいます。

しかし、屋外に出て、拡散したり、紫外線に当たつたりすると、急速に感染力を失います。

○ 結核に感染した人のうち、発病するのは 10人に 1～2人です。

o そして、結核ノλ 他の人に “うつる"の|よ この発病した人が重症化し 咳や痰な

どにより、結核菌が体の外に出る場合です。

○ 結核は、咳 痰t発熱などの症状で始まります。そのほか、痰に血が混じる、食欲

が減る、体重が減る、寝汗をか<、 微熱が続<などの症状もあります。

2週間以上、咳が続いたら、病院などで受診t/1しよう。長引く咳は、要注意です。

○ 感染してから、2年以内に発病すること洲まとんどです力ヽ その期間を過ぎても、

結核菌は体内でいわば「冬目剛寿則 となつて生き続け、免疫力が落ちると、たとえ何

十年後でも、発病することがあります。

高齢者に結核発病が多<みられるのは、こうした理由によるものです。

○ 結核の治療期FE351よ 通常6か月から1年程度です。また、発病し かつ感染性を有す

る状態になつた人でも、適切な治療を行え|よ 2週間程度でその感染性|よ ほとんど

な<なります。
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○ ここで大切なのは、薬を飲み始めてしばら<すると、咳などの症状は良<なりま

すがヽ自分の判断で1膜を止めてしまうと、症状は悪イヒ以 また薬が効かな<なるこ

ともあります。薬は決められた期F83、 確実に飲み続けなければなりません。

2結 核は 、いま・…

○ 我が国において、2004年 (平成16年)に、新たに結核患者として登録された

人は、29,736人 、り患率 (*)|よ 23.3と なっています。

また、結核による死亡者数|よ 2,328人 です。

* り患率について

り患率とは、一般に、一年間に発病した裁 人口10万人対比で表したものです。

結核に関する統計上は、新登録率ともよばれ、当該年内に登銅された患者を10月 1日現在の総人

口で除したものを用いています。

○ 結核が、「国民病」として恐れられ、その対策として、現在の結核予防法が制定さ

れた1951年 鯛 和26年)に |」 l、 新登録患者数|よ 590,662人 り患率|よ

698.4、 結核による死亡者数|よ 93,307人 となつていましたので、我が国

における結核対策は、医療関係者や研究機関の努力とも相まって、めざましい成果を

挙げてきたと言えます。

○ しかし それでも、現在の我が国の状況|よ 先進諸国と比べると、次表のとおり、

著し<遅れています。

主要国の結核り患率               (人 口10万人当たり)

日 本 ア メリカ イ ギ リス フ ラ ン ス

り 患 率 23.3 5.3 10.8 9.5

年 次 20044「 2003年 20034「 20034「

○ また、世界全体の動向についてですが、世界保健機関 KVVHO)は、1993年に、

結核非常事態宣言を出したほか、1996年の報告書で|よ 「克服したと思い込んで

いた結核が、新たなどう猛さで甦ってきた」として、再興感染症としての結核に警鐘

を鳴らしています。

○ 我が国における結核の特徴として、り患率は改善しているが、その減少率は低下し

ていること、特に20～30歳代の減少率が際立って1菫いことです。

○ さらに、結核のり患率の高い地域が、次表のように、大都市に偏り始めていること

も重要です。

‐
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結核り患率の高い都道府県の推移

1983年          1993年         2004年

1位   香川県     大阪府     大開け

2位   高知県      高知県     東京都

3位   和歌山県    和歌山県     兵庫県

(38小L  沸3哀者D  (25仁ヒ  殊ウ気者D

特に、新登録患者数で|よ 東京都 (12.7%)と 大阪府 (12.2°/Omで、全国

の約4分の1を占めに更に次表のとおり、大都市とその周辺が上位を占めています。

全国新登録患者の上位を占める自治体及びそのり患率の状況(2004」0

細 諸

ω

り患率

(人口10万人当たり)

螂

鰯 llEE)

3,764

(2, 915)

30. 2

(34. 7)

跡

帥

3, 627

(1, 627)

41.2

(61. 8)

神奈り|1県

憮 祠

0‖m

1,941
(9o6)
(363)

22. 2

(25. 5)
(27. 8)

愛知県

綿耀 わ

1,811

(795)

25. 2

(36. 1)

難 県

榊前

1, 623

(548)

29. 0

(36. 1)

国 29, 736 23. 3

備考 :()内の数値

は、内類 ある。
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施

東京の結核には、現在、大きく2つの特徴があります。

第1は、戦後の結核根絶に向けた国民的な取組を経た21齢計願 における現代的な特

イ漿 九

第2は、人口や産業が集積し、就学・就労形態等、多様な生活が営まれる大都市である

ことに起因する特徴です。

 ヽ  本章では、こうした東京の結核の現状について分析します。

Ⅱ 現代型・都市型結核の現状

1都における結核感染の状況

全体的傾向 ～ 全国と比較した都の“り患"状況 ～

0 2004年 (平成 16年)の都における新登録結核患者数|よ 3,764人 、り患率

は、30.2(*)と なつています。

*結核患者の定義について

1998年 (平成10年)から、国は、結核に関する統計指標(患者数、り患率)を示す際の定義を変更し、

「非赳 赫鶏議ヨ(*)」 を除外しました

* 非定型抗酸菌について

自然界に存在する微生物は、ウイルス・細菌・真菌 (カビ)。 原虫の4つのグループに分かれますが、結

核菌は、細菌の中の抗酸菌という種類に属します。

抗酸菌の中で、結核菌など一部の菌を除いたものを非定型(非結核口 抗酸菌と言います。非定型抗酸

菌は、水、塵、鐵 ど広く自然界に分布しています。喀痰塗抹検査では、抗酸菌を検出することができ

ますが、それが非定型抗酸菌か結核菌かについては、さら1硼Jの検査を行わないと判別できません。

○ 凋共20年間の結核り患率の推移をみると、全国白釧こは、{邸しています力ヽ、都にお

いては、ほぼ横ばいです。その結果 者Bのり患率は、1996年 (平成 8年)に、拿国

平均を超え、以後格差は広が6的 にあります。

‐
5‐



過去20年間の結核り患率の推移(都、全国)

６０

５０

４０

３。

２。

１。

０

結

核

り

患

率

（
人

ロ

ー

０
万

対

）

一
東京都(非定型抗酸菌症を含む)

一
東京都 (非定型抗酸菌症を除く)

全国 (非定型抗酸菌症を含0
全国(非定型抗酸菌症を除く)

0  2003年 (平成150に おける都と全国のり患率を、年齢階層別に比較すると、

両者とも、高齢者におけるり患率が高<なつていますよ 都では、20歳代 (格差14.

8)及び50歳代 (同 13.3)におけるり患率が、全国よりも顕著に高<なつていま

す。

また、それらに挟まれた世代も年少者層や高齢者層に比べると、全国との格差が大き

<なつています。
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平成16年 年齢階層別結核り患率(人口10万人あたり)

□東京都   口全国

このように、若年層 (20歳代)、 壮年層 (50歳代)及びそれらに挟まれた世代の

り患率の高さが、いわば全体を押し上げる形になつています。

都内の結核の特徴

○ 都内のり患率を地域ごとに分析すると、市町村音S(島しょ地域を含む)はI~国平均

(23.3)を下回る20.9で あるのに対して、特別区部では34.7で あり、全国平均

を大き<上回っています。

特別区部、市町村部、都全域別 り患率の推移

50

40

30

20

10

0

39.5

22.1

．

‐

．

‐

一

‐

‐

‐

７34

~特 別区部

一曇― 都鋤

市町村部

人

ロ
ー

０
万
対

30.2

20.9

2003

0～ 4歳 5～ 9歳 10～ 14歳 15～ 19歳 20～29歳 30～ 39歳 40～ 49歳 50～ 59歳 60～ 69歳 70～ 79歳 80歳以上

2002
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○ また、自治体ごとにみると、り患率が全国平19を下回るものから、その4倍にせまる

ものまであり、地域の実情に合わせた結核対策が必要です。

区市貫財寸別桁鏑亥り月妻率―景](200411)

特別区名 り見妻率

千代田 55.6

中央 25.2

港 340

縮 59。7

文京 29.8

台東 864

墨田 S_0

江東 〔〕CLl

口
ｍ 35.2

目黒 21.9

大田 313

世田谷 22.9

渋谷 272

中野 37.7

杉並 262

豊島 54.2

Jヒ 434

荒川 48.7

稀 31.6

練馬 254

敗 370

葛飾 38.5

江戸川 33.3

価 格 り患率

青梅市 11.2

福生市 24.6

羽村市 142

榊 8.9

奥多摩町 290

あきる肺 13.8

日の出町 124

檜原村 66.6

八王子市 19.2

日野市 19.5

多摩市 15.7

稲城市 18.5

町田市 15.3

立川市 25.2

昭島市 100

国分寺市 21.6

国立市 19.1

東大和市 7.5

武蔵村山市 27.1

府中市 乏14.1

小金井市 324

赫 2a2

狛江市 206

武蔵野市 24.9

櫛 29.9

小平市 16.9

西東京市 25.6

東村山市 28.2

清瀬市 34.3

東久留米市 23.6

市町村名 り見露率

大島町 341

利島村 0.0

新島村 00

神津島村 00

三宅村

御蔵島村 Q0

八丈町 549

静 島村 0.0

′l蝋 村 00

全国 23.3

特別区部 347

市町村部 209

都全体 30.2

‐
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○ り患率が急上昇する20歳代から、次のピークを示す50歳代までの新登録患者の状

況を、感染原因別にみると、ほとんどが不明ですが、不明者の生活状況をみると、長時

F83過ごす場所として、バチンコ店 (24°/Om、 盛り場 (24%)、 サウす (16%)の順

となつています。

20歳代～50歳代 感染源特定

サウナ  ー

01%

カラオケ  _
01%

パチンコ店 ―

01%

戦
昭

一  ′ヽイト

略

_寮
酬

_翼饉財書舎

04■

 ́_自宅

2■

_病院

酬

_その他

2■

莉
蝋利

嘲

20歳代～50歳代 感染源不明者の生活状況 (総数 229人 )

宗教団体 _
3%

漫画喫茶

儡

拘置拘留他 _

5% 
ヵラオケ _

酬

カプセルホテル __

80/

兌『
~駅周辺

摯

スポーツジム
24 _マージヤン

21Z

パチンコ店
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2現代型結核としての再興

′τ

かつての“国民病"としての結核は、時代の変遷を経た21世紀初頭の現在、これま

でとは違う、幾つかの特徴を示しています。

ここでは、これをわが国に共通する現代型結核として、現況を分析します。

(1) 高齢者と結核

○ 新登録患者に占める70歳以上の害」含|よ 全国よりは低いが、年々増加しています。

東京都における年齢階層別新登録患者数の推移

lo%     20%     30%     4096     50%     60%     70%

|

′
23%

／

ブ

／

／
／
／

／
た

/
/ /

148%■ :亜
|

1.7% //

/

14.9%

|

14.1% ミ1lprミ

|

1.7%

罐 . 12.996・・ 下 膨 師 碑 翻 爾il弼11■‖ .'::-12.O%..:

|

1.4%

′

′

1綱%■lli拓 .リオ 舅ミ燃嘲::筆藍聾革:華1範塁豊座 1111111‖ Nよ晨黛

|

1.1% ′

1■0%□ 13.0% 蜀螢民麟:彗 i三軍萎華:腱ヨ壼壺ヨ1 ll,1皿
\\\s1 3.3%.\\\\
\\\\\t\\\\\\\\\\
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○ ―般に、高齢者の結核|よ 新たに感染した事例のほか、若いB寺代に感染したものの、

発病せずに「冬8剛雄蜘に入り、その後の加齢や合併症などによる免疫力の低下により、

発病する事例が多<含まれていると考えられています。

従つて、こうした傾向|よ 今後も、高齢イじの進展とともに、顕著になると予想されま

す。まさに、結核の現代的発現形態の一例です。

○ 特に、都における結核死亡者数に占める70歳以上の割合|よ 全体の7割を超

えています。

年齢階層別 性別 結核死亡者数                         (単 位:カ

○ 合併症|よ 年齢とともに高<なり、60歳以上で|よ 新登録患者の40%を超えてい

ます。

○ な裁 者剛こおける65歳以上の結核患者の入院期FoOは、103.3日 であり、全国の

平均入院期間85.2日 の1.2倍となつています。

計 19歳

以下

20歳代 30歳代 40歳代 50m4t 60歳代 70歳代 30歳

魔

不詳

国 2,337 0 6 30 56 163 298 706 1076 2

都

計 259 0 0 6 7 26 38 87 95 0

男 180 0 0 5 7 22 33 60 53 0

女 79 0 0 1 0 4 5 27 42 0

合併症の有熙噺澄録患む

100%

80%

60%

40%

20%

0%

0～ 9才 10～ 19才 20～ 39才 40～ 59才 60才 以上

‐
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(2) 多発する集団感染

○ 本年6月、都内の学習塾で、生徒・講師等が結核に集団感染する事例が発生しました。

そ晰 怠 接触者調査が進むにしたがい、発病者は62人にのぼり(同年 10月末日現ω 、

国が統計を取り始めた1992年 (平成4年)以降では、全国で最大の規模となるもの

でした

大規模な集団感染事例(全国)

赫 縣 発 生 年 次 施 設 種 別 発 病 者 数

都

県

県

京

崎

知

東

宮

高

2005年

2001年

1999年

学習塾

際 搬

中謙

62人

38人

32人

(2005年10月末日現a

都と関係する特別区 (*)では、広i或的な対応と情報の集約を行うため、緊急に含同

対策会議を設置 し 感染拡大防止に努めました。

*(別に所について

保健所は、結核に関する多くの事務を担当しています。

保健所の設置については、地域保健法第5条に基づき、特別区の区域においては各特別区が、市町

村の区域においては都がそれぞれイつこととされています。

○ 結核予防瀾 ま、事業者、学校長その他施設の長に対し 定期に健康診断を行うことを

義務付けるなど、必要な措置を規定していますが、過去 5年間 (2000年 ～2004

年)の集団感染の発生状況は、全国では 170件 (うち都では37件)にも上ります。

その約 3分の 1は、学校で したが、約8%が「その他」、つまり飲食店などの営業施

設 (*)であり、今後の対策上の重要な課題となつています。

このように、集国感染も、結核の現代的特徴の一つとして忘れることができません。

*「その他 の補足説明

東京では、24時間営業する施設が多数存在し、事実上、そこでfEE民あるいは恒常的に寝泊まりする

人々も多く存在しま
‐
九 感染源不明者に長時間過ごす場薩 聞くと、不特定の人々が集まるこうした施

設を挙げる人が多くあります。

‐12‐



全国における最近の集団感染の発生集団(2000年～2004年 総数170件 )

他施設・塾・

宿泊所

(3) 多剤耐性結核の脅威

○ 化学薬品や抗生物質などに感受性の低い菌 (つまり薬が効きに<い菌)を耐性菌とい

い、その中でuい <つもの薬剤に耐性を示す菌を多剤耐性菌といいます (*)。

結核菌の場合|よ 単剤治療や治療の中断などにより通常の結核菌が突然変異臥 抗結

核薬に殺されずに生き残り、増えるものと考えられています。

* 多剤耐性結核についての補足説明

一般に、結核の場合、少なくとも、主たる治療薬であるイソニコチン酸ヒドラジド(INH)とリファンピシ

ンCRFP)の2剤に耐性の結核菌を「多剤耐性結核菌」といいます。

○ 多剤耐性結核を作つて L/1うと、治療が難し<なります。感受性のある3剤以上の薬

を用いた長期F80の治療が必要です (*)。

* 多剤耐性結該を作らないためには

結核の治療では、耐性菌を作らないように多剤併用で治療するのが原則です。世界保健機関

lWHO)は、4剤併用で治療すること狐 ています。

○ 都における多斉」耐脇結核患者を、国籍別に、20歳代から50歳代までの新登録患者

について分析すると、日本人は1.5%であるのに対し 外国人は3.4%と 2倍以上

になっています。

また、日本人に限れ|よ 住所不定者については、2.4%で あり、全体よりも高いこ

とが指摘できます。
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